
○ 農林水産業・地域の活力創造プラン（平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定：本部長は総理大臣）
において、「強い農林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」に向けた４つの柱のうち、農村の多面的機能の維持・発
揮を図る取組として、日本型直接支払制度（多面的機能支払）を創設。

○ 農業を産業として強くしていく産業政策と車の両輪をなす「地域政策」として推進。

1.日本型直接支払の政策的な位置付け①

産業競争力会議

規制改革会議

攻めの農林水産業
推進本部

（農林水産省）

農林水産業・地域の活力創造本部

農
林
水
産
業
・
地
域
の

活
力
創
造
プ
ラ
ン

農業・農村全体の所得を今後10年間で倍増させることを目指す。

農山漁村の有する
ポテンシャル

（潜在力）の発揮

新たなチャレンジ
を後押しする
環境整備

経営マインド
（経営感覚）を
持つ農林漁業者

の育成
多面的機能の維持・発揮

-日本型直接支払制度の創設
-農山漁村の活性化

需要と供給をつなぐ
バリューチェーンの構築

（農林水産物の付加価値向上）
-６次産業化等の推進
-農業の成長産業化に向けた農協の役割

需要フロンティアの拡大
（国内外の需要拡大）

-輸出促進、地産地消、食育等の推進

生産現場の強化
-農地中間管理機構の活用による
農業の生産コスト削減等
-経営所得安定対策、米の生産調整の見直し

「強い農林水産業」・「美しく活力ある農山漁村」に向けた４本柱

-東日本大震災から
の復旧・復興

-林業の成長産業化 -水産日本の復活
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食料・農業・農村基本計画（平成27年3月31日閣議決定）において、多面的機能支払制度の着実な推進等を行うこととしている。

【ポイント】

○ 食料自給率目標は実現可能性を考慮して設定。
○ 食料自給力指標を初めて公表。

○ 推進中の経営所得安定対策や農地中間管理機構、
米政策改革について記述。

○ 多面的機能支払制度等の着実な推進、「集約とネット
ワーク化」による集落機能の維持など、高齢化や人口
減少の進行を踏まえた地域政策の展開について記述。

○ 輸出拡大に向けた取組の強化や６次産業化の促進に
ついて記述。

○ 60年ぶりの農協改革や農業委員会改革について記
述。

○ 東日本大震災からの復旧・復興について記述。

カロリーベース：39％(H25) → 45％(H37) 生産額ベース： 65％(H25) →   73％(H37)
（食料自給力指標）

・ 我が国食料の潜在生産能力を評価する食料自給力指標を提示し、食料安全保
障に関する国民的議論を深め、食料の安定供給の確保に向けた取組を促進

・ 農業や食品産業の成長産業化を促進する「産業政策」と、多面的機能の維持・発
揮を促進する「地域政策」とを車の両輪として農政改革を推進

【新たな基本計画の概要】

主な施策

施策の基本的な方針

食料自給率目標等

○ 農協・農業委員会

【農業の持続的な発展に関する施策】

【食料の安定供給の確保に関する施策】

【農村の振興に関する施策】

【団体の再編整備等に関する施策】

【東日本大震災からの復旧・復興に関する施策】

○ 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保、経営
所得安定対策の着実な推進

○ 農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集積・集約化と農
地の確保

○ 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の生産拡大

○ 農林水産物・食品の輸出促進、食品産業のグローバル展開の促進

○ ６次産業化の戦略的推進

○ 多面的機能支払制度等の着実な推進

○ 農村への移住・定住等の促進や鳥獣被害への対応

○ 「集約とネットワーク化」による集落機能の維持

・ 被災した農業者の早期の経営再開に向け、引き続き、農地や農業用施設等の
着実な復旧等を推進。また、東電福島第一原発事故に対応し、食品の安全を確
保する取組や風評被害の払拭に向けた取組等を推進

1.日本型直接支払の政策的な位置付け②

２

２．新たな土地改良長期計画

（平成28～32年度）

３つのポイント

３



ポイント１

「農村協働力」 に働き掛け、

農村の潜在力を引き出す土地改良

４

我が国の農村の特徴と役割

安全で安心な国産農産物
豊かな生態系

伝統的な食文化

洪水流出の防止
農村は食料の安定供給だけでなく、国土保全、
美しい景観の形成といった多面的機能を発揮。

情操教育

日本の原風景

これは、農の営みを意識することなく国民が
享受してきた「見えざる国富」といえるもの。

５



土地改良事業の特徴

土地改良事業の特徴と役割

農業生産の基盤たる社会資本を整備･管理する土地改良事業は、
農産物の生産拡大や品質向上といった効果だけでなく、排水条
件の改善等を通じて農村の生活環境面への効果を発揮。

『 共同で管理 』

土地改良区･集落を中心として
農地や水路を共同で利用･管理

水路の江ざらい

『 地域の発意 』

地域全体の将来像を見据えて
受益者等関係者の合意を形成

寄り合い

事業の合意形成から整備･共同管理に至る
一連の流れが農村協働力（人々のつながり）を強化

単なるインフラ整備にとどまらず、農村協働力に働き掛け、
人々の協調活動を促しながら、農村の発展に寄与。

６

地域の発意 共同で管理

地域経済の成長･発展多面的機能の維持･拡大

人的資本自然資本

農業用水 農 地

社会資本

よそ者

自然豊かで
美しい空間

健全な
水循環

田園回帰

安全･安心な
農産物

農業を通じた
なりわい

労働時間
の低減

生産性の
向上

高付加
価値化

活力ある
定住社会

（ひと）

(まち) (しごと)

土地改良事業

よそ者

水と土に手を加え
社会資本を整備1

事業のプロセスを通じ
農村協働力が活性化2

長期にわたって多様な
ストック効果が発揮

3

土地改良事業が導く個性豊かな活力ある農村
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ポイント２

高収益作物を中心とした

営農体系への転換を導く土地改良

８

相乗的に効果を発揮

施策の枠組みと目指す成果

下支え 下支え

○ 地域資源の保全管理の質と持続性の向上

○ 生活基盤の再編等による保全管理の
効率性の向上

○ 再生可能エネルギーの導入による
維持管理費の軽減

政策目標６
災害に対する地域の
防災･減災力の強化
（ソフト）

政策目標５
農業水利施設の戦略的な
保全管理と機能強化

（ハード）

政策課題 Ⅱ 美しく活力ある農村

～ 地域政策 ～

○ 健全度評価に基づいた施設の保全管理の
効率性の向上

○ 湛水被害等の災害防止と施設の耐震化

○ 地域資源や農村協働力等を活用した
防災・減災力の強化

政策目標４ 快適で豊かな
資源循環型社会の構築

政策目標３ 農村協働力と美しい農村
の再生･創造

政策課題 Ⅲ 強くてしなやかな農業・農村
～ 産業政策と地域政策の土台 ～

○ 高収益作物への転換による所得の増加

○ ６次産業化等による雇用と所得の増加

○ 担い手の米の生産コストの大幅削減

政策課題 Ⅰ 豊かで競争力ある農業

～ 産業政策 ～

政策目標２ 担い手の体質強化

政策目標１ 産地収益力の向上

９



ポイント３

中山間地域等の多様な地域特性を

活かした農村の自立的な発展を支援

10

個性と活力のある豊かな農村の実現に向けた基本戦略

全国には土地改良事業を契機とし、個性と活力のある農村を実
現している地域が多数存在。共通するのは、農村の潜在力を発
揮させつつ新たな価値を創出しようとするイノベーション。

地域の特性を活かした農村の自立的な発展に向け、スピード感
を持って取り組むことができるよう、発展プロセスに着目しつ
つ先進的な事例を示し、地域自らが考える手掛かりを提供。

土地改良長期計画の策定と併せて 多様なプロセス事例（30程度）を提示

[先進的な事例に見られる特徴]

☑ 中心的なヒトや組織の存在
☑ 関係者間の連携
☑ 継続した話し合い
☑ 問題意識とビジョンの共有
☑ 土地改良事業と様々な取組の
組合せ

☑ 持続的な発展の可能性
☑ 地域類型や営農類型等を踏まえた
整備水準や土地利用の模索

地域の特性や強みを活かした
個性と活力のある豊かな農村

愛媛県八幡浜市の真穴みかん 奈良県五條市の柿

畑地かんがいの導入 農地造成
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大型機械による作業

中山間地域等直接支払交付金(H12～)
多面的機能支払交付金（H19～）

中山間地域における経営の多角化を通じた「地域貢献型」集落営農の実践

【経営の多角化】

＜ 農業部門 ＞
・特別栽培米の宅配等販路の確立
・トマトの養液樽栽培
・ＪＡから育苗の受託 等

＜ 農外部門 ＞
・放牧している羊の羊毛加工
・行政受託事業（高齢者向けの

外出支援サービスなど）

【農業生産性の向上】
○ 基盤整備により大型農業機械の導入が実現

【周年雇用の実現】
〇 Iターン者を含め、６名の周年雇用が実現

オペレーター不足等の理由から
地域農業の将来に対する不安

【営農規模】20.5ha
【経営体数】法人（組合員32人）
【 作 目 】主食用米:15.5ha､加工用米:0.9ha､飼料用:4.1ha

トマト:4a、トルコギキョウ :5a
【農外事業】羊毛加工、高齢者の外出支援サービス 等

有限会社

【営農規模】14.8ha
【経営体数】17戸
【経営内容】

直営：主食用米（14.8ha）
受託：耕起（5.6ha）

代かき（11.7ha）
田植え（6.4ha）
刈取り（14.3ha）
乾燥調整（3553袋）

A集落営農組織

外出支援サービス

いのしし柵の設置

水路整備

水路の共同清掃活動

収
益
力
向
上

地
区
の
特
徴

山
間
地
域

水
稲
・
野
菜

機械の共同利用のみ

B集落営農組織
・町内にある２組織が合併し、農業経営体
質の強化、地域サービス事業等の農外部
門に取り組むため有限会社化

中山間地域総合整備事業(H24～)

（H11) （H26)

2,300

4,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

取組前 取組後

売上高（万円）

74%増

高齢化による維持管理の支障
2組織による集落営農

農地の維持管理

集落営農組織の合併・法人化

区画整理､暗渠排水､用排水路整備

法人設立と農外部門の取組による経営の多角化

キ
ー
ワ
ー
ド

法
人
化

集
積
･
集
約
化

高
収
益
作
物

〇 中山間地域等直接支払制度の活用を契機とした話合いを通じ、農外事業の実施も視野に入れつつ法人化。
〇 周年雇用の確立に向けて、営農の多角化を図るとともに、高齢者の外出支援サービスなどに着手。
〇 周辺営農組織との広域連携により、更なる営農の合理化に加え、地域内の耕畜連携や加工・産直事業等を推進。

取 組 前 取 組 後取組内容

【島根県･出雲市】
いずも

６
次
産
業
化

12

集落営農組織の前身組織の会長ら
有志３名が取組を始めました。

○ 市からの受託事業とし
て、高齢者向けの外出支援
サービスや配食サービス等
を開始

○ 放牧した羊の毛を活用
し、地域の女性グループが
セーター等の加工・販売を
開始

Step 4-2 （H15～）

農外事業の展開

☑ 離農農家の農地を受け入れつつ、後
継者確保、水田の畑作利用による複合
経営を実現

☑ 遊休ハウスを利用した葉物野菜の生
産等により、安定した年間雇用の場を
創出

○ 水田の畑作利用や大型
機械の導入、草刈り労力
の更なる軽減を図るた
め、ほ場の整備や排水改
良を実施

Step 5 （H24～）

基盤整備の実施

高齢化に伴う水路等
維持管理の支障や、
機械のオペレータ不足
が顕在化し、将来
の不安が高まる

きっかけ

水田の畦草を食む羊

営農部門農外部門

○ 交付金を活用し、水路
の泥上げや農道沿いの草
刈り等の管理活動を共同
で実施

〇 集落全体での参加が促
進され、地域の団結力が
向上

Step１ （H12～）

中山間地域直接支払

○ オペレータの確保や機
械の共同利用等、経営資
源の集約化を図るため、
町内８集落営農組織（有
限会社含む）が連携し、
株式会社を新たに設立

○ 味噌加工や産直に取り
組んできた町内NPO法
人の事業を継承

Step 6 （H25）

近隣集落との広域連携

一方の組織の財務状況に対する不安から、合併に反対する意見も
出ましたが、「地域存続のため、農業の担い手と受け皿になろう」
を合言葉に、更なる農地集積に向けて合併が実現しました。

地
域
資
源
保
全

美
し
い
農
村

再
エ
ネ
等

水
利
施
設
整
備

防
災
・
減
災
力

◆ 誰がどのように ・・・？ ☆ 合併反対への意見に対して ・・・

今
後
の
展
望

○ 機械の共同利用のみを
行っていたB集落営農組
織の運営が厳しくなった
ことから合併を検討

○ 地域に貢献するため、
２組織が地域サービス事
業に取り組むことについ
て繰り返し協議

Step 2 （H14）

集落営農組織の合併

傾斜地法面の草刈り労力の軽減
を図るため、女性でも管理が容易
な羊を放牧し、舌刈り能力を活用
することにしました。

現在は50頭まで増加し、地域の
シンボルになっています。

◆ 家畜の舌刈り能力を活用

○ 水稲の作業受託やトマト
の養液栽培に加え、ＪＡか
ら育苗やライスセンターの
運営を受託

○ 草刈り労力を軽減するた
め、羊３頭の放牧を開始し
たところ(H17)、イノシシ
による作物被害も軽減

Step 4-1 （H15～）

営農事業の展開

県単独事業により
羊の放牧フェンスや
羊毛加工設備を導入

羊の放牧と副産物の活用

育苗センターの管理作業

事務所には、常に1～3名
の職員が常駐し、

いつでも相談できる体制
が整っています！

○ 農事組合法人では農業
以外の取組ができないこ
とから、有限会社として
法人化

〇 営農部門を事業の核と
しつつ、市とも連携して
農外部門の事業にも着手

Step 3 （H15）

法 人 化

「地域のために、地域とともに」をモットーに ･･･

過疎化が進む地域において

住民の“安心感”を高める効果も

将来に向けて
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● 戦後の緊急開拓による農地が、高
齢化や施設の老朽化により遊休化

● 広島名物のお好み焼きの主原料で
あるキャベツの県内での周年供給
対策が不十分

キャベツ16億円産地計画（H25:２億円）
を掲げ、大規模農業団地の整備と県内各
地のリレー出荷による産地形成を構想

【農地集積】
○ 農地中間管理機構を活用し、担い手への農地集積率９割
を実現

【大規模農業団地の構築】
○ 販売先や用途に応じた出荷方法により、省力化と販売経
費を削減

○ 生産者が連携して、販売計画に基づく生産を推進

【地域雇用の創出】
○ 参入企業により、20名の地域雇用を創出

○ 県の提案の下、関係機関が連携して大規模農業団地の整備と県内各地によるリレー出荷による産地形成を構想。
○ まとまった低利用農地を保有する地域を産地として育成するため、基盤整備を実施。
○ 生産から販売まで一体となった体制を構築し、県域リレー出荷の実現に寄与。

大規模農業団地化による産地形成を通じた県域リレー出荷への挑戦

取 組 前 取 組 後

地
区
の
特
徴

中
間
地
域

野
菜

キ
ー
ワ
ー
ド

法
人
化

集
積
･
集
約
化

取組内容

【広島県･安芸高田市】

遊休農地化の進行 県による大規模農業団地構想 大規模農業団地による園芸産地の形成

高
収
益
作
物

農業競争力強化基盤整備事業
（H27～31）

農地中間管理事業（H27～）

産地候補の選定

県単独事業（H27）

集出荷貯蔵施設、機械の導入

低利用農地

県内需要量に対する県産供
給率は７％

ビジネスチャンス

一定規模のまとまりのある低利用農地を
もつ安芸高田市原山地区を選定

基盤整備と農地集積

大規模キャベツ団地

生
産
額
の
向
上

1,450 

11,664 

0

5,000

10,000

15,000

取組前 取組後

（万円）
生産額

あ き た か た

受益面積 37.4ha
うち
区画整理 34.1ha
担い手集積面積 34.1ha

【営農規模】34.1ha（4.6ha／法人）
【経営体数】５農業生産法人（うち1法人は地域外からの企業参入）

５個別農家
【 作 目 】キャベツ等
【 雇 用 】20名（参入企業）

担い手

（計画）

６
次
産
業
化
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① 利用度の低い農地が一定規模でまとまり、集積利用の可能性が高い
② かんがい用水の確保が見込まれる
③ 標高が高い利点を活かし、生産量の少ない夏場の生産が可能
④ 一定の整備がされており、簡易な基盤整備により、活用が可能

今
後
の
展
望

☑ 加工業者、飲食業者、量販店をターゲッ
トとした契約取引を拡大

☑ 県内全域に産地を拡大し、県域リレー出
荷の産地間連携を確立

将来に向けて

地
域
資
源
保
全

美
し
い
農
村

再
エ
ネ
等

水
利
施
設
整
備

防
災
・
減
災
力

広島名物のお好
み焼きの主要材料
であるキャベツの
県産供給率が低い

○ 大規模経営に対応した作
業の効率性を向上させるた
め、大区画化や畑地の均平
化を実施

○ 漏水するパイプラインの
改修に併せて、合理的な用
水供給のため、路線の変更
やファームポンドを設置

Step４ （H27～）

基盤整備の実施

県単独事業を活用し、
集出荷貯蔵施設の整備や

大型農業機械を導入

きっかけ

県の基盤整備部門が調整役となり、市を主体
に普及部門や農地中間管理機構（H26設立）と
連携しながら推進していきました

◆ 誰が ど の よ う に ・ ・ ・ ？
◆ 候補地選定の視点は ・ ・ ・ ？

○ カット工場との契約栽培
による梱包作業の省力化な
ど、販売先や用途に応じた
出荷により、経費を削減

○ ５農業生産法人を中心
に、生産者が連携して販売
計画に基づく生産を推進

Step６ （H28～）

営農開始

○ 意欲ある担い手が将来の
生活設計を描ける経営を確
立することを目標に設定

○ 遊休農地等を活用した大
規模団地を形成し、気候の
違いを活かした県域リレー
出荷を構想

Step１ （H25）

大規模農業団地構想

○ 機構は、農地借り受け
後、担い手に貸し付けてい
ない2年間に限り、土地改
良区への賦課金を負担

○ 人・農地プランに基づ
き、担い手（５法人と個
人）に９割の農地を集積

Step５ （H27～）

農地中間管理機構
の活用

○ 利用度が低く、まとまっ
た農地のある地域をリスト
化（25地域）

○ リスト化された地域へ計
画を打診し、農地の活用希
望があった原山地区を選定

Step２ （H25）

候補地の選定

○ 地域農業・農村の方向性
を集落で話し合い、「人・
農地プラン」を作成

○ 地元の農業生産法人や参
入企業を担い手として、農
地を集積することを決定

Step３ （H26）

人・農地プランの作成

県域リレー出荷体制

大規模農業団地

大規模栽培

中
核
法
人

大規模栽培

大規模栽培

共同機械利用
作業受託

計画出荷調整

実
需
者

県
域
生
産
者
団
体

県域リレー出荷

契
約
取
引

【第Ⅰ期（H27～29）県内５か所に団地を形成】 【第Ⅱ期（H30～32）県内リレー出荷体制構築】

◆ 整備の際の工夫は ・ ・ ・ ？

大型機械での作業性と
草刈り労力の軽減を優先
し、農区外縁部に長大法
面を配置することで、農
区内は法面を縮減するよ
う設計しました。
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